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 道路 

1） 施設の概要 

市内の広域幹線道路は首都高速湾岸道路および国道 357 号が中央部に横断し、東京

湾岸地域の交通を支える大動脈となっています。また、市道幹線 2 号(大三角線)や幹

線 9 号(シンボルロード)などの主要な幹線道路は、地域間を結ぶ道路としてのネット

ワークを形成しています。 

本市が管理する認定道路の延長は 232km です。また、道路を形成する施設として、

道路舗装、橋梁2、標識や街路灯などの道路附属物、電線共同溝などを管理しています。 

 

※ 認定道路のほかに、本市が管理する道路が約 5km ありますが、縮尺の関係上、本図には表記していません。 

出典：都市整備部道路管理課 

図 22 道路施設の概要 

  

 
2 橋梁に関する詳細は、「（2）橋梁」を参照ください。 
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2） 施設の現状 

道路施設については、日常的な道路パトロールを実施し、各施設の変状や利用状況な

どを確認しています。また、施設の老朽化等により発生する損傷と大規模な事故への

懸念から、各施設の定期点検に取り組んでいます。排水機場の電気機械設備について

は、法定点検を要請される頻度で適切に点検を実施しています。 

道路は災害発生時に緊急車両の通行、食料・物資の輸送等の重要な役割を担うととも

に、延焼火災に対しては延焼を遮断する防災空間としての機能も有しています。 

本市は、千葉県の指定した重要物流道路・代替補完路および緊急輸送道路と有機的連

携を結ぶことを基本に、市の緊急輸送道路を指定し、防災面に配慮した道路ネットワ

ークを形成しています。 

 

 

出典：浦安市地域防災計画（令和 2 年度修正） 

図 23 緊急輸送路図 
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 橋梁 

1） 施設の概要 

本市では橋梁を 45 橋管理しています。管理している橋梁は、橋長 30m 以下の橋

梁が多く、全体の 62％を占めています。また、利用状況では、車道橋以外の橋梁が多

く、全体の 40％を占めており、横断歩道橋や人道橋が多いのが特徴といえます。 

 

 

出典：浦安市橋梁長寿命化修繕計画【平成２９年度改訂版】（平成２９年１２月） 

図 24 本市の管理橋梁 

  



 

 31

 

〈橋長〉 〈供用年数〉 〈利用状況〉 

  

 

出典：浦安市橋梁長寿命化修繕計画【平成２９年度改訂版】（平成２９年１２月） 

ただし、〈供用年数〉は令和 3 年度時点に更新、〈利用状況〉は新しく作成。 

図 25 管理橋梁の特徴  
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2） 施設の現状 

本市が管理する橋梁のうち、架設後の経過年数が 50 年以上の橋梁は全体の 9％と、

現状では少ないものの、10 年後には全体の 42％、20 年後には 78％に増加します。 

このため、橋梁が一斉に老朽化し、修繕や架け替えにかかる費用が一時期に集中する

ことで、将来的に財政の圧迫を招くことが懸念されます。 

 

出典：浦安市橋梁長寿命化修繕計画【平成２９年度改訂版】（平成２９年１２月） 

図 26 架設年次別橋梁数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：浦安市橋梁長寿命化修繕計画【平成２９年度改訂版】（平成２９年１２月） 

令和 3 年度時点に更新 

図 27 経過年数別橋梁数の推移  
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 下水道 

1） 施設の概要 

本市が管理する下水道施設のうち、管路施設は延長が 305km であり、取付管の管

径はφ150mm、本管の管径はφ200～1,350mm となっています。管種はヒューム

管、塩ビ管が多くを占めています。また、中継施設として、舞浜と高洲の２つのポンプ

場（ともに昭和 63（1989）年運転開始）を管理しています。 

本市の下水道は元町、中町、新町地域で異なる整備のされ方をしています。 

元町地域については「くみとり、浄化槽」だった地域を、昭和 50（1975）年以降、

本市が公共下水道認可事業として整備してきた経緯があります。また、元町地域におけ

る最初の整備地域は北栄地区です。中町地域は当初（昭和 40 年代）、コミュニティプラ

ントとして整備された枝管を昭和 50～60 年代に公共下水道の幹線に接続している地

域です。新町地域は当初から公共下水道に接続する前提で面整備が実施されました。 

なお、現在、下水道の整備率は約 94%であり、現在までに整備した既存施設の維持

管理および更新・改築には、多大な費用と時間を要することが課題となります。 

また、本市の下水道は、民間や企業庁が整備した後に移管された管路も多くあります

が、これらの管路も含めて基本諸元を台帳管理システムにて整理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：都市整備部下水道課 

図 28 浦安市公共下水道計画一般図  
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さらに、下水道施設（汚水）の管路施設・ポンプ施設の他、雨水排水施設（排水機場・

ポンプ場、雨水貯留施設、雨水管）を管理しています。 

出典：浦安市雨水管理総合計画（令和 3 年 3 月） 

図 29 雨水排水施設位置図 
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2） 施設の現状 

本市の下水道施設については、平成 23（2011）年度の東北地方太平洋沖地震（東

日本大震災）により、甚大な被害が発生しました。被災した施設は、復旧工事により

リニューアルされたところですが、計画的な耐震対策を行う必要があるため、平成 25

（2013）年度に総合地震対策計画を策定し、計画的に耐震化事業を実施しています。 

また、管渠（本管のみ）は全体の約 36％（約 74km）が布設から 30 年以上経過

しており、そのうち約 4％（約 9km）が布設から 40 年以上経過しています。こうし

た老朽管については、平成 29（2017）年度に策定したストックマネジメント全体

計画において計画的に管路の修繕・改築事業を実施しています。 

 

 
出典：浦安市下水道事業経営戦略（令和３年３月） 

図 30 管渠の整備状況 

 

 

出典：浦安市下水道事業経営戦略（令和３年３月） 

図 31 管渠の経過年数区分別延長 
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 公園 

1） 施設の概要 

本市が管理する公園は 156 施設あり、街区公園が 114 施設、近隣公園が 12 施設、

地区公園が３施設、運動公園が１施設、総合公園が 1 施設、墓地公園が 1 施設、緑地・

緑道が 24 施設となっています。 

公園には、園路や遊戯施設、休養施設、運動施設など様々な施設を設置、管理してい

ます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：公園ガイドマップ（令和 2 年 3 月） 

図 32 公園の位置図 

 

2） 施設の現状 

本市が管理する公園は、整備から長い年月が経過したものも多く、今後進展する老朽

化に対する施設の安全対策の強化、および改修・更新費用の平準化を図る必要があり

ます。  
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2.4.3.  有形固定資産減価償却の推移 

本市が保有する有形固定資産の老朽化状況を把握するため、償却資産の取得額等に対

する減価償却累計額の割合を有形固定資産減価償却率として算出しました。この有形固

定資産減価償却率は、地方公共団体の資産の老朽化を表す指標であり、100％に近いほ

ど、資産を購入してからの経過期間が長く、資産価値が減少していること（老朽化の進

行）を示します。ここでは、本市の過去 5 年間における有形固定資産全体および事業用

資産、インフラ資産の減価償却率を図 33 および表 9 に示します。 

有形固定資産全体の減価償却率について、平成 30（2018）年度における類似団体の

平均値（58.2％）と比較すると、本市は高い水準にあり、本計画に基づいた適正な管理

が必要です。 

 

 
出典：浦安市一般会計等財務書類 

図 33 有形固定資産減価償却率の推移：一般会計等 

 

表 9 有形固定資産減価償却率：一般会計等 

区分 
平成 27 年度 

（2015） 

平成 28 年度 

（2016） 

平成 29 年度 

（2017） 

平成 30 年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

有形固定資産全体 68.1% 65.7% 67.2% 66.5% 67.1% 

事業用 

資産3 

建物 52.2% 48.2% 50.2% 49.2% 50.4% 

工作物 73.9% 64.5% 65.2% 64.9% 64.3% 

インフラ

資産4 

建物 69.9% 72.4% 74.0% 74.4% 76.0% 

工作物 84.3% 85.3% 86.4% 87.1% 87.0% 

出典：浦安市一般会計等財務書類 

 
3 事業用資産：庁舎、学校、公民館などの資産を示します。 
4 インフラ資産：道路、公園、下水道などの資産を示します。 
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 公共施設等の将来費用の見込み 

2.5.1. 現在要している維持管理経費／過去に行った対策の実績  

 建築資産 

平成 28（2016）年度～令和 2（2020）年度の直近 5 年間で必要となった維持管理

経費5を図 34 に示します。直近 5 年間で必要となった維持管理経費は、1 年間あたり

約 42 億円でした。 

また、平成 29（2017）年度以降に実施した大規模改修および建替えの実績を、表 10

に示します。建築資産の実施方針に基づき、各年度において大規模改修または建替えを

計画的に実施しています。 

 

出典：「管理費」施設コスト状況調査データ 

「維持管理工事費」「施設修繕料」浦安市歳出データ 

図 34 維持管理経費（建築資産） 

 

表 10 過去に実施した対策（大規模改修・建替え）6 

  

 
5 図 34 で示す維持管理経費には、「管理費」（清掃・設備・警備・法定点検・その他費用）、「維持管理工事費」

「施設修繕料」が含まれています。 
6 総合管理計画策定以降に、大規模改修または建替えを実施した施設を示します。 
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平均約42億円／年

時期 大規模改修 建替え 

平成 29（2017）年度 
浦安中学校（校舎）、中央公民館、

まちづくり活動プラザ 
- 

平成 30（2018）年度 - 
南小学校（屋内運動場・プール）、

弁天喜楽会館、猫実若草クラブ 

令和元（2019）年度 
浦安市民プラザ（WAVE101）、

美浜公民館（本棟）、中央図書館 
- 

令和 2（2020）年度 - 入船保育園（本棟） 

令和 3（2021）年度 - 海楽菜の花クラブ会館 
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 土木インフラ資産 

平成 28（2016）年度～令和 2（2020）年度の直近 5 年間で必要となった維持管理

経費7を図 35 に示します。直近 5 年間で必要となった維持管理経費は、1 年間あたり

約 18 億円でした。 

 

 

出典：「維持管理工事費」「施設修繕料」浦安市歳出データ 

図 35 維持管理経費（土木インフラ資産） 

 

  

 
7 図 35 で示す維持管理経費には、「維持管理工事費」「施設修繕料」が含まれています。 
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2.5.2. 公共施設等の長期的な経費の見込み 

 施設を耐用年数経過時に単純更新した場合 

（施設を改修サイクルに則り改修・更新する場合） 

1） 試算結果 

本市が保有する公共施設等を今後も維持管理していくために必要な費用を試算しま

した。計画期間である 40 年後の令和 43（2061）年までに、公共施設等の大規模改

修・修繕や更新にかかる費用の総額は約 5,444 億円となり、1 年あたり約 136 億円

が必要との試算結果となりました。 

 

図 36 公共施設等の将来費用の試算結果 

 

なお、本試算は、各施設の数量に対して、一般的な耐用年数や更新単価等に基づき算

出したものであるため、今後この試算通りに事業を実施していくものではありません。 
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2） 将来費用の試算方法 

施設を耐用年数経過時に単純更新した場合（施設を改修サイクルに則り改修・更新す

る場合）の試算方法を、表 11（建築資産）および表 12（土木インフラ資産）に示し

ます。将来費用には、日常の維持管理などの経常的な費用は含まれておらず、大規模な

修繕や施設の更新を対象としています。 

 

表 11 将来費用の試算方法（建築資産） 

施設区分 試算方法 

建築資産 

・全ての建築資産を対象。 

・本市独自の方法により試算。 

－建替えに必要な建替コスト（更新コスト）と、改修に必要な改修コスト（修繕コ

スト）を設定。改修コストは、2 つの種類を設定。 

保全コストの種類 内容 

建替コスト 
・建物の構造別に耐用年数を設定し、同用途、

同規模で建替えた場合にかかるコスト 

改修コスト 

大規模改修コスト 

・施設の機能を維持するために必要な、経年

劣化に対する改修に必要なコスト 

・社会的ニーズの変化（機能低下、利用変化）

などに対応するため、建築物および建築設

備の機能向上を目的とする改修に必要なコ

スト 

中規模改修コスト 

・大規模改修（軽構造物においては、建設後か

ら建替えまで）の中間期で、修繕や更新が必

要となる部位や設備の経年劣化に対する改

修に必要なコスト 

 

－建替えおよび改修の時期は、建物の構造別に設定した目標耐用年数をもとに設定。 

－建替え・大規模改修・中規模改修のそれぞれに、用途別に単位面積あたりの単価

を設定。 

 

改修・更新の種類 重構造物 軽構造物 

建替え 建設後 60 年 建設後 30 年 

改修 
大規模 建設後 30 年 

－ 

（耐用年数が短いため） 

中規模 建設後および大規模改修実施後 15 年 

 

※ 重構造物とは、RC 造（鉄筋コンクリート造）、S 造（鉄骨造）、SRC 造（鉄骨鉄

筋コンクリート造）およびこれらの構造を含む混構造の建物 

※ 軽構造物とは、木造、軽量鉄骨造の建物 

※ 本試算は、用途ごとの一般的な建築物および建築設備の改修・更新を想定して実

施したものであり、一般的な建築物に付帯しない特殊設備等の改修・更新等の費

用については含まない。 

※ 本試算は、一定の条件に基づき実施したものであり、予算を算定するためのものではありません。 
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表 12 将来費用の試算方法（土木インフラ資産） 

施設区分 試算方法 

土木 

インフラ 

資産 

道路 

・ 舗装を 15 年ごとに更新するものと仮定。 

・ 市道の舗装面積に対して更新単価を乗じ、毎年一定の更新費用として計上。 

・ 更新間隔や更新単価は総務省ソフト※の既定値による。 

橋 
・ 平成 29（2017）年 12 月に改訂した「浦安市橋梁長寿命化修繕計画」によ

り算出された事後保全型の修繕費用を設定。 

下水道施設

（汚水） 

・ 平成 30（2018）年 2 月に策定した「浦安市公共下水道再構築基本設計（ス

トックマネジメント全体計画）」により算出された修繕費用として、管路施設

とポンプ施設をそれぞれの標準耐用年数ごとに改築するシナリオを設定。 

下水道施設

（雨水） 

・ 令和 3（2021）年 3 月に策定した「浦安市雨水管理総合計画」により算出

された概算事業費を設定。 

都市公園 

・ 平成 26（2014）年 3 月に策定した「浦安市公園施設長寿命化計画」を参

考に設定。 

・ 長寿命化計画では平成 27（2015）年度から 10 年間の計画であるが、その

毎年の平均費用が、本計画期間の 40 年継続するものと想定。 

※ 総務省ソフト：総務省監修のもと実施された研究において作成された建築資産および土木インフラ資産の将 

来費用を推計するためのソフト 

※ 本試算は、一定の条件に基づき実施したものであり、予算を算定するためのものではありません。 
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 長寿命化対策を反映した場合（施設の長寿命化と将来費用の平準化を図る場合） 

1） 試算結果 

本市が保有する公共施設等を今後も維持管理していくために必要な費用を試算しま

した。計画期間である 40 年後の令和 43（2061）年までに、公共施設等の大規模改

修・修繕や更新にかかる費用の総額は約 4,564 億円となり、1 年あたり約 114 億円

が必要との試算結果となりました。 

 

 

図 37 公共施設等の将来費用の試算結果 

 

なお、本試算は、各施設の数量に対して、一般的な耐用年数や更新単価等に基づき算

出したものであるため、今後この試算通りに事業を実施していくものではありません。 
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（億円）

長寿命化および平準化対策をした場合の費用見込み

約114億円／年



 

 44

2） 将来費用の試算方法 

長寿命化対策を反映した場合（施設の長寿命化と将来費用の平準化を図る場合）の

試算方法を、表 13（建築資産）および表 14（土木インフラ資産）に示します。ま

た、将来費用には、日常の維持管理などの経常的な費用は含まれておらず、大規模な

修繕や施設の更新を対象としています。 

また、建築資産については、「浦安市公共施設個別施設計画」（令和 3（2021）年

3 月）で示した将来費用の平準化の考え方を踏まえ、大規模改修の時期を迎える施設

の今後の用途変更の可能性の程度に応じた改修を行うこととしています。 

表 13 将来費用の試算方法（建築資産） 

施設区分 試算方法 

建築資産 

・全ての建築資産を対象。 

・本市独自の方法により試算 

－建替えに必要な建替コスト（更新コスト）と、改修に必要な改修コスト（修繕コ

スト）を設定。改修コストは、2 つの種類を設定。 

－本計画の長期的期間（40 年間）に大規模改修時期を迎えるもしくは予定してい

る施設は、「同一用途 10 年8」の改修周期に則り、改修費を分割して計上。 

－本計画期間以前に大規模改修や建替え時期を迎えたが未実施であり、かつ「浦安

市公共施設個別施設計画」（令和 3（2021）年 3 月）においてその予定時期を

定めない施設については、今後 10 年間で大規模改修や建替えの実施を検討する

こととし、大規模改修や建替え費用は平均して計上。 

保全コストの種類 内容 

建替コスト 
・ 建物の構造別に耐用年数を設定し、同用

途、同規模で建替えた場合にかかるコスト 

改修コスト 

大規模改修コスト 

・ 施設の機能を維持するための、経年劣化

に対する改修に必要なコスト 

・ 社会的ニーズの変化（機能低下、利用変

化）などに対応するため、建築物および

建築設備の機能向上を目的とする改修

に必要なコスト 

中規模改修コスト 

・ 大規模改修（軽構造物においては、建設

後から建替えまで）の中間期で、修繕や

更新が必要となる部位や設備の経年劣

化に対する改修に必要なコスト 

－建替えおよび改修の時期は、建物の構造別に設定した目標耐用年数をもとに設定。 

－建替え・大規模改修・中規模改修のそれぞれに、用途別に単位面積あたりの単価

を設定。 

改修・更新の種類 重構造物 軽構造物 

建替え 建設後 75 年（長寿命化目標） 建設後 30 年 

改修 
大規模 建設後 30 年 

－ 

（耐用年数が短いため） 

中規模 建設後および大規模改修実施後 15 年 
※ 重構造物とは、RC 造（鉄筋コンクリート造）、S 造（鉄骨造）、SRC 造（鉄骨鉄

筋コンクリート造）およびこれらの構造を含む混構造の建物 
※ 軽構造物とは、木造、軽量鉄骨造の建物 
※ 本試算は、用途ごとの一般的な建築物および建築設備の改修・更新を想定して実

施したものであり、一般的な建築物に付帯しない特殊設備等の改修・更新等の費
用については含まない。 

※ 本試算は、一定の条件に基づき実施したものであり、予算を算定するためのものではありません。 

 
8 「浦安市公共施設個別施設計画」（令和 3（2021）年 3 月）では、将来費用の平準化の考え方として今後の用

途変更の可能性の程度を考慮した 2 つ改修サイクル（「同一用途 30 年」「同一用途 10 年」）を定めています。詳

細は、「浦安市公共施設個別施設計画」を参照ください。 
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表 14 将来費用の試算方法（土木インフラ資産） 

施設区分 試算方法 

土木 

インフラ 

資産 

道路 
・ 単純更新した場合と同様 

（長寿命化対策の実施は現在検討中であり今後算出していく予定である。） 

橋 
・ 平成 29（2017）年 12 月に改訂した「浦安市橋梁長寿命化修繕計画」により

算出された予防保全型の修繕費用を設定。 

下水道施設

（汚水） 

・ 平成 30（2018）年 2 月に策定した「浦安市公共下水道再構築基本設計（ストッ

クマネジメント全体計画）」により算出された修繕費用として、緊急性の高い施設

を優先して改築しながら費用を平準化した、状態監視保全によるシナリオを設定。 

下水道施設

（雨水） 

・ 単純更新した場合と同様 

（長寿命化対策の実施は現在検討中であり今後算出していく予定である。） 

都市公園 
・ 単純更新した場合と同様 

（長寿命化計画は定期的に見直しを実施する予定である。） 

※ 本試算は、一定の条件に基づき実施したものであり、予算を算定するためのもではありません。 
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 単純更新した場合と長寿命化等対策を反映した場合の比較 

（1）（2）で算出した試算結果を図 38 に示します。１年間あたりの費用は、単純

更新した場合は約 136 億円、長寿命化等対策をした場合は約 114 億円が必要との結

果となりました。 

 

図 38 単純更新した場合と長寿命化等対策を反映した場合の比較 

 

なお、施設用途の確定まで改修時期を延伸した部位については、用途確定後には改

修を行うこととなります。施設の適切な維持管理および改修の検討を行うとともに、

既存施設の機能の見直しや、再編・再配置などの適正配置の取り組みを含めて、施設

の方向性を定める必要があります。 

 

また、公共施設等の改修・更新等にあたっては、仕様の検討などにより費用の低減

を図るよう努めます。また、国・県支出金や地方債等の特定財源を活用し、一般財源

の抑制を図るよう努めます。 
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建築資産 道路 橋梁 下水道（汚水） 下水道（雨水） 公園 長寿命化および平準化対策の効果額
（年度）

（億円）

長寿命化および平準化対策をした場合の費用見込み

約114億円／年
単純更新した場合の費用見込み

約136億円／年
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第3章  公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

 

第 3 章では、第 2 章に整理した本市の人口や財政、公共施設等の現状を踏まえ、今後公

共施設等を管理・運営していくために取り組むべき課題を整理します。 

また、整理した課題への対応方針として、本市における公共施設等の計画的な管理に関

する基本的な考え方や、実施方針を示します。 

 

 現状や課題に関する基本認識 

第 2 章に整理した本市の人口や財政、公共施設等の現状を踏まえ、以下の項目について

の現状や課題に関する基本認識を整理します。 

（1）改修・更新等への対応 

（2）将来的な人口減少・少子高齢化への対応 

（3）財政状況への対応 

 

 改修・更新等への対応 

本市の公共施設等は、建築資産・土木インフラ資産ともに、市全域で充足しており、

特に建築資産は、市域面積の割に多くを整備・管理し、充実しています。また、人口は、

しばらくは増加が続くと推計されています。したがって、安定した市民サービスを提

供し続けていくためには、現在所有している公共施設等を健全に維持し、長期にわた

って利用する必要があります。 

一方で、本市の公共施設等は、埋立事業によって市域が拡大した昭和 50 年代以降

に集中的に整備され、それらは整備後 40 年以上が経過して老朽化が進んでいるため、

改修・更新等にかかる費用の増大が見込まれます。また、同時期に整備されたために改

修・更新等の時期が集中して費用が突出する時期があり、財源の確保が大きな課題と

なります。 

このような状況を踏まえ、公共施設等の老朽化などの状況を把握して一元的に情報

を管理し、改修・更新等の時期の分散化など計画的・戦略的な公共施設等の管理・運営

を推進するため、施設ごとに適正な手法、時期の選択も視野に入れた検討を行います。 
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 将来的な人口減少・少子高齢化への対応 

本市の人口は、しばらくは増加が続くと予想され、令和 15（2033）年を境に減少

に転じた後は、緩やかに減少していくと推計されています。したがって、公共施設等の

数量を大幅に縮減する必要性には迫られていませんが、地区によって少子化や高齢化

が進んでおり、行政サービスへの市民ニーズの変化に対応していく必要があります。 

このような状況を踏まえ、地区の人口分布や年代別の人口推移から、必要な行政サー

ビスや利用需要を把握し、各地区の特性に応じた公共施設等の最適化などを推進する

必要があります。また、長期的には人口は減少していくため、改修・更新等の際に施設

の用途変更をはじめ、機能の再編や再配置などの公共施設等の適正配置に取り組んで

いく必要があります。 

 

 財政状況への対応 

本市の財政は、今後高齢化に伴う扶助費等の社会保障関連経費の増加、生産年齢人口

の減少などにより税収の伸びが期待しにくいことなどから、財政状況が厳しくなるこ

とが予測されます。そのため、公共施設等の管理・運営にかかる費用を縮減し、必要な

行政サービスの水準を維持しながら効率的な運営を行う必要があります。 

また、事業の効率化や維持管理費用の縮減を目指し、民間施設の代替利用や、市民参

加など、運営方法についても検討が必要です。 

さらには、常に運営コストの縮減に努めながら、適正な料金水準の確保を考えていく

必要があります。 
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 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

「3.1 現状や課題に関する基本認識」を踏まえ整理した、公共施設等の管理に関する基

本的な考え方を下記に示します。建築資産については、平成 25（2013）年度より導入

したファシリティマネジメントの取り組みに基づき、施設の適切な管理を進めます。 

 

 品質に関する方針 

公共施設等の品質については、「3.1.（1）改修・更新等への対応」に対応し、安全

性・機能性の維持や長期的な使用について検討します。 

1） 建築資産 

 建築資産の管理は、現在所有している建築資産の長寿命化を重点的に行うこと

とします。 

 法定点検と職員による定期的な点検とを組み合わせて実施し、遵法性の確認と

劣化状況の把握に努めます。 

 異常が発見された場合には、必要に応じて使用中止や応急措置、早期段階での

予防的な修繕等を実施することにより、安全性の確保や機能の保持および回復

を図ります。 

 把握した劣化状況に基づき、適切な時期に計画的に改修・更新等を実施します。 

 建築資産の諸元情報、職員による定期的な点検結果、改修・更新等の記録など

は、庁内データベースで一元管理し、劣化状況の把握や今後の改修・更新等に

関する検討の基礎データとして活用します。 

 

2） 土木インフラ資産 

 日常的な点検および定期点検を実施し、各施設の損傷を早期に発見し、適切な

対策を実施することにより、安全性の確保や施設機能の維持を図ります。 

 耐震対策が必要な施設を選定したうえで、耐震補強を順次実施し、防災機能の

向上を図ります。 

 点検結果や維持補修データ等を適切に蓄積したうえで、長寿命化計画などにつ

いて PDCA サイクルの視点から策定・見直しを実施し、施設の長寿命化や予

算の平準化を図ります。 

 新技術や民間のノウハウなども積極的に活用し、維持管理対応の効率化を図り

ます。 
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 数量に関する方針 

1） 建築資産 

建築資産の数量については、「3.1.（2）将来的な人口減少・少子高齢化への対応」

に対応し、市民ニーズの変化に対応した最適化を検討します。 

 地区別の人口分布や年代別の人口推移から、利用需要を把握し、行政が提供す

べきサービスの見直しを行い、施設の用途変更や複合化・集約化・時間差利用

など、各地区の特性に対応した最適化を検討します。 

 改修や建替えの際には、用途変更をはじめ、機能の再編や再配置などの建築資

産の適正配置を検討します。 

 未利用施設がある場合には、施設の有効利用を検討します。 

 施設の民間への譲渡や、民間施設の代替による建築資産の再編、近隣地方公共

団体との施設の相互利用など、建築資産のあり方の可能性を検討します。 

 

2） 土木インフラ資産 

 各インフラ資産の現況や特性、今後の社会情勢を踏まえ、施設整備のあり方を

検討していきます。 

 

 財務に関する方針 

公共施設等の財務については、「3.1.（3）財政状況への対応」に対応し、長寿命化に

よる将来費用の縮減等を検討します。 

 予防保全の実施、計画的な改修・更新等の実施、用途変更による建物の有効活

用などにより、現在所有する公共施設等の長寿命化を図り、改修・更新等にか

かる費用を縮減します。 

 改修・更新等の実施時期を適切に計画し、各種工事の実施時期の集中化を避け、

将来費用の平準化を図ります。 

 新地方公会計制度の導入により、今後の経費節減や見直しの取り組み、使用料

の適正な負担額の算定などを行います。 

 職員による定期的な点検を実施し、劣化状況の迅速な把握に努めるとともに、

点検委託費用の縮減に努めます。 

 改修・更新等の実施にあたっては、国や県の補助制度を極力活用するものとし

ます。また、地方債の導入も視野に入れます。平成 18（2006）年度に設置

した公共施設修繕基金を計画的に活用します。 

 公共施設等の適正配置、省エネ対応設備の導入などにより、施設運営にかかる

費用の低減を図ります。 

 民間事業者のノウハウや技術力を最大限に活用した、より効果的・効率的な運

営や維持管理手法の導入などを推進し、財政負担の軽減および行政サービスの

向上を図ります。 

 



 

 51

 実施方針 

「3.2 公共施設等の管理に関する基本的な考え方」を踏まえ、公共施設等の総合的かつ

計画的な管理を進めるための実施方針を示します。実施方針は、改訂指針に基づいた事項

に則り示します。 

 

3.3.1. 建築資産の実施方針 

 点検・診断等の実施方針 

 法定点検により遵法性を確認するとともに、職員による点検を定期的に実施し、

劣化状況の迅速な把握、早期発見に努めます。 

 点検結果は、庁内データベースに登録し、劣化状況の把握や改修・更新等に関

する検討の基礎データとして活用します。 

 職員が点検を行うために、職員を対象とした研修会を開催します。点検に関す

る知識の向上を図るとともに、建築資産の管理・運営に対する意識の向上に努

めます。 

 

 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

 法定点検や職員による定期的な点検の結果を踏まえ、不具合や劣化の早期段階

に予防的な修繕を実施し、機能の保持および回復を図ります。また、不具合や

劣化の早期段階での対応（予防保全）の実施により、改修・更新等の実施時期

の延長に努めます。 

 築年数、劣化状況、同種施設の改修・更新等の予定などを総合的に判断し、計

画的に改修や更新等を実施します。 

 今後の用途変更の可能性の程度に応じて、大規模改修時の改修項目を区分して

設定し、その施設に必要な改修を、適切な時期に効率よく実施します。 

 指定管理者制度を導入している施設では、施設担当課においても、指定管理者

が行う維持管理・修繕・更新等の実施状況の把握に努めます。 

  



 

 52

 安全確保の実施方針 

 法定点検により遵法性を確認するとともに、職員による点検を定期的に実施し、

劣化状況の迅速な把握、早期発見に努めます。 

 高い危険性が認められた場合は、専門家による調査や応急措置を速やかに実施

します。その他に、安全性や遵法性に問題があると認められた建築物について

は、施設の用途や利用状況、重要度などを踏まえて、改修・供用廃止・解体な

どの対応を検討します。 

 

 耐震化の実施方針 

 防災活動拠点施設や避難拠点施設などの防災上重要な施設およびその他大規

模な施設の耐震診断および耐震改修は、全て完了しています。 

 

 長寿命化の実施方針 

 法定点検や職員による定期的な点検の結果を踏まえ、不具合や劣化の早期段階

に予防的な修繕を実施し、機能の保持および回復を図ります。また、不具合や

劣化の早期段階での対応（予防保全）の実施により、改修や更新等の時期を延

長し、特に劣化の進行がゆるやかな重構造物については長寿命化を図ります。

本市では、建物の目標耐用年数の目安を、重構造物は 60～70 年、軽構造物は

30～40 年と定めています。 

 「浦安市公共施設個別施設計画」（令和 3（2021）年 3 月）を踏まえ、機能

停止が難しい施設など、基本的な耐用年数 60 年を超えて、更に長寿命化を図

るべき施設については、建築物の構造躯体の状態等に応じ、計画的に改修等を

行いながら 75 年の利用を目指します。 

 築年数、劣化状況、同種施設の改修・更新等の予定などを総合的に判断し、計

画的に改修・更新等を実施します。 

 

 ユニバーサルデザイン化の推進方針  

 「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」（平成 29（2017）年 2 月 20 日

ユニバーサルデザイン 2020 関係閣僚会議決定）におけるユニバーサルデザ

インのまちづくりの考え方を踏まえ、建築資産を改修・更新等する際には、誰

もが利用しやすい施設となるよう、ユニバーサルデザイン化に配慮します。 

 

 環境配慮の推進方針 

 「浦安市地球温暖化対策実行計画」（令和 3（2021）年 3 月）に基づき、経

済的視点を含めつつ、高効率の照明や空調などの省エネルギー設備や太陽光発

電システムなどの再生可能エネルギー設備の導入を進めます。 
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 統合や廃止の推進方針 

 地区別の人口分布や年代別の人口推移から、利用需要を把握し、行政が提供す

べきサービスの見直しを行い、施設の用途変更や複合化・集約化・時間差利用

など、各地区の特性に対応した最適化を検討します。 

 改修や建替えの際には、機能の再編や再配置などの建築資産の適正配置を検討

します。未利用施設がある場合には、施設の有効利用を検討します。 

 施設の民間への譲渡や、民間施設の代替による建築資産の再編、近隣地方公共

団体との施設の相互利用など、建築資産のあり方の可能性を検討します。 

 機能の再編や再配置などを行う場合は、市民生活へ影響を及ぼすため、ホーム

ページや広報誌を通じての情報提供、市民説明会等を通じての意見の収集に努

めます。 

 機能の再編や再配置などの方針については、今後、各施設のあり方の検討を踏

まえ、更新や建替え等も含めて個別施設ごとの計画において定めます。 

 

 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

 本市の建築資産に関するファシリティマネジメントの取り組みの中で、情報の

共有化等を推進していきます。 

 職員を対象とした研修会を開催し、点検に関する知識の向上を図るとともに、

建築資産の管理・運営に対する意識の向上に努めます。 

 建築資産に関するデータは、庁内データベースでの管理の他、「公共施設白書」

の定期的な更新等により、最新の状況を把握できるように努めます。 

 ホームページや広報誌を通じての情報提供などにより、本市の建築資産が抱え

る課題を共有します。また、市民との連携による建築資産の維持管理のあり方

について検討します。 

 民間の技術やノウハウ、資金などを活用することにより、建築資産の維持管理・

更新等の効率化や行政サービスの質的向上、財政負担の軽減を図ることができる

と認められる場合は、民間事業者による公共サービス提供の導入を検討します。 
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3.3.2. 土木インフラ資産の実施方針 

 点検・診断等の実施方針 

 法令や各施設の点検要領に基づき定期点検を実施し、各施設の損傷を早期に発

見し、適切な対策を実施します。 

 日常的な巡回等を実施することにより、異常の早期発見に努めます。 

 

 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

 ライフサイクルコストの縮減が見込まれる施設や特に重要な施設については、

予防保全型の管理に転換し、維持管理費用の縮減と予算の平準化を図ります。 

 各施設の健全度や重要度などに応じて、対策の優先順位や対策内容を設定した

うえで修繕・更新を行うとともに、予算の平準化を図ります。 

 

 安全確保の実施方針 

 日常的な点検や定期点検等により施設の異常が発見された場合には、必要に応

じて使用中止や応急措置を施し、安全性の確保を図ります。 

 

 耐震化の実施方針 

 耐震対策が必要な橋梁や下水道施設を選定し、耐震補強工事を順次実施します。 

 

 長寿命化の実施方針 

 劣化の程度が軽微な段階で、適切な対策を実施する予防保全型の管理を行うこ

とにより、各施設の長寿命化を図ります。 

 

 ユニバーサルデザイン化の推進方針 

 「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」（平成 29（2017）年 2 月 20 日

ユニバーサルデザイン 2020 関係閣僚会議決定）におけるユニバーサルデザ

インのまちづくりの考え方を踏まえ、土木インフラ資産を修繕・更新等する際

には、誰もが利用しやすい施設となるよう、ユニバーサルデザイン化に配慮し

ます。 

 公園の整備や大規模改修時には、出入口や園路を車椅子使用者や高齢者が円滑

に利用できる構造とし、ユニバーサルデザイン化を図ります。 

 安全で安心して利用できる道路空間のユニバーサルデザイン化を目指し、令和

3（2021）年度に「道路法第 32 条の規定に係る市道占用許可基準」を改正

しています。 

 

 統合や廃止の推進方針 

 原則として統合や廃止等は行わず、各施設の現況や特性、今後の社会情勢を

踏まえ、施設整備の必要性やあり方を検討します。  
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 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

 維持管理業務の中で点検・診断・措置・記録の PDCA サイクルを実施し、各

施設の計画的な管理を実施します。 

 今後、点検結果や維持補修データ等を適切に蓄積し、本計画や個別施設ごとに

策定する（している）長寿命化計画等について、PDCA サイクルの視点から定

期的な見直しを図ります。 

 PDCA サイクルに応じた運用を実現するため、市職員や点検実施者等の技術

力向上の取り組み、システム化を含めた台帳等の整備などを行います。 
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第4章  施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

 

第 4 章では、第 3 章で示した公共施設等の総合的かつ計画的な管理の基本的な方針を踏

まえた、施設類型ごとの個別方針を示します。 

なお、本計画の改訂にあたり、下位計画である各種個別施設計画や長寿命化計画で定め

た方針を反映しています。 
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 建築資産 

建築資産の個別方針を次に示します。 

 

施設分類 主な施設 現状・課題 基本的な方針 

行政施設 庁舎、駐車場、集合事務所、 

行政サービスセンター、 

健康センター・郷土博物館、 

新浦安駅前複合施設マーレ、 

倉庫、その他 

 庁舎、庁舎駐車場について、施設の状況は、概ね良好です。 

 新浦安駅前複合施設マーレは PFI 事業、健康センター・郷土博物館は直営により運営してい

ます。 

 行政サービスセンター・健康センター・郷土博物館は、建設後 20 年以上が経過し、老朽化

が進んでいます。 

 集合事務所は、建設後 30 年が経過しています。（令和 3（2021）年度時点） 

 行政施設の改修等の具体の内容や時期は、「浦安市公共施設個別施設計画」

（令和 3（2021）年 3 月）（以下、「個別施設計画」という。）で示してい

ます。 

 行政施設は、法定点検、職員等による定期的な点検（FM 調査）などを実施

し、予防保全に努めます。 

なお、新浦安駅前複合施設マーレは、PFI 事業者と連携して予防保全に努め

ます。 

 庁舎は、基幹施設として維持します。庁舎の大規模改修の際には、機能停止

せずに改修を行う工法を選択します。 

学校教育施設 小学校・中学校  小学校は 17 校、中学校は 9 校あります。 

 校舎・屋内運動場の耐震診断および耐震改修は、平成 21（2009）年度までに全て完了して

います。 

 これまでの小中学校における改修工事の実施状況は下記のとおりです。 

表 改修工事状況 

改修の種類 内容 実施済 

大規模改修 老朽化した施設・設備の機能回復と、

諸室の配置換えなどの利便性の向上を

合わせて実施するもの 

校舎   ：小学校5校 

中学校3校 

改修 老朽化の度合いに応じ、必要な施設・

設備の機能回復を実施するもの 

校舎   ：小学校1校 

中学校1校 

屋内運動場：小学校8校 

中学校7校   

 学校教育施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示しています。 

 学校教育施設は、法定点検、職員による定期的な点検（FM 調査）を実施し、

予防保全に努めます。 

なお、学校給食センターは、長期包括責任委託事業の事業者と連携して予防

保全に努めます。 

 小学校、中学校は、「浦安市学校施設長寿命化計画」（令和 3（2021）年 3

月）に基づき、施設整備を進めます。 

 幼稚園・認定こども園は、「浦安市未就学児保育・教育施設長寿命化計画」

（令和 3（2021）年 3 月）に基づき、施設整備を進めます。 

 

 

幼稚園・認定こども園  市立幼稚園は 3 園、幼稚園型認定こども園は 11 園です。 

 園舎の耐震診断および耐震改修は、平成 26（2014）年までに全て完了しています。 

 建設後 30 年以上が経過している施設は、次のとおりです。（大規模改修を実施した建物を除

く、令和 3（2021）年度時点）。 

 日の出幼稚園、若草認定こども園、みなみ認定こども園、神明認定こども園、 

見明川認定こども園、堀江認定こども園、美浜南認定こども園、入船南認定こども園、

舞浜認定こども園、美浜北認定こども園 

学校給食センター  学校給食センターは小学校 17 校および中学校 9 校へ給食を提供しています。 

 学校給食センターは長期包括責任委託事業により運営しています。 

 施設の状況は良好です。 

いちょう学級猫実  いちょう学級猫実は、直営で運営しています。 

 施設の状況は良好です。 
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施設分類 主な施設 現状・課題 基本的な方針 

児童福祉施設 保育園  市立保育園は 9 園あります。そのうち直営で 7 園、指定管理者制度により 2 園を運営してい

ます。 

 令和 3（2021）年度に、ふたば保育園、入船北保育園、海園の街保育園が公私連携型保育所

へ移行しました。また、弁天保育園と浦安駅前保育園についても、公私連携型保育所への移行

を検討しています。 

 園舎の耐震診断および耐震改修は、平成 9（1997）年度までに全て完了しています。 

 建設後 30 年以上が経過している施設は、次のとおりです。（大規模改修を実施した建物を除

く、令和 3（2021）年度時点）。 

 富岡保育園、東野保育園 

 児童福祉施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示しています。 

 児童福祉施設は、法定点検、職員による定期的な点検（FM 調査）を実施し、

予防保全に努めます。 

 保育園は、「浦安市未就学児保育・教育施設長寿命化計画」（令和 3（2021）

年 3 月）に基づき、施設整備を進めます。 

なお、施設の更新については、施設ごとに適正な手法や時期の選択も視野に

入れた検討を行います。 

 児童育成クラブは、保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学生を対象

に、放課後や夏休みなどに支援を行っています。そのため、児童育成クラブ

の運営にあたっては、小学校施設の活用を検討します。 児童育成クラブ、 

放課後児童交流施設 

 児童育成クラブは、独立タイプで 11 施設、小学校との合築で 6 施設あります。 

 こどもの広場は、開設当初から指定管理者制度で運営しています。 

 児童育成クラブの状況は、概ね良好です。 

 建設後 30 年以上が経過している施設は、次のとおりです。（大規模改修を実施した建物を除

く、令和 3（2021）年度時点） 

 北部小学校地区児童育成クラブ、放課後児童交流センター 

文化施設 文化会館、 

浦安市民プラザ（Wave101）、 

浦安音楽ホール 

 浦安市民プラザ（Wave101）は、令和 2（2020）年に大規模改修を実施し、市民ギャラリ

ーの増設やバリアフリー化の推進、授乳やおむつ替えができる「赤ちゃんほっとすてーしょ

ん」の新設などを行いました。 

 文化会館、浦安市民プラザ（Wave101）および浦安音楽ホールは、指定管理者制度により運

営しています。 

 浦安市民プラザ（Wave101）、浦安音楽ホールの状況は、概ね良好です。 

 文化会館は、降雨量が多い日や、台風などの災害時に雨漏りが複数箇所で発生しています。 

 文化施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示しています。 

 文化施設は、法定点検、職員等による定期的な点検（FM 調査）などを実施

し、予防保全に努めます。 

 

社会教育施設 公民館、中央図書館、 

青少年交流活動センター 

（うら・らめ～る） 

 

 公民館は 7 施設あります。 

 中央図書館は今後 30 年間、引き続き施設を使用していくため、平成 30（2018）年度～令

和元（2019）年度に大規模改修工事を実施し、施設の長寿命化を図るとともに、利用形態の

変化や市民ニーズの多様化・高度化への対応を行いました。 

 青少年交流活動センター（うら・らめ～る）は、開設当初から指定管理者制度で運営して

います。 

 社会教育施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示しています。 

 社会教育施設は、法定点検、職員等による定期的な点検（FM 調査）などを

実施し、予防保全に努めます。 

 展示住宅は、文化財としての点検を適宜行いながら、修理・保存に努めます。 

 

展示住宅  歴史的な建物として、旧大塚家住宅、旧宇田川家住宅、旧医院を管理しています。 

 旧医院は、子育てサロンとしても利用されています。 

 旧大塚家住宅、旧宇田川家住宅は指定管理者制度で運営しています。 

スポーツ施設 体育館、プール、武道館、 

陸上競技場、球技場本部棟、 

球技場管理棟、運動公園野球場、

運動公園アーチェリー場、 

スポーツ施設管理事務所、 

運動公園管理棟、その他 

 運動公園、中央武道館、市営東野プールは、指定管理者制度により運営しています。 

 体育館およびプール（運動公園屋内水泳プール）の施設の状況は良好です。 

 中央武道館は、建設後 30 年以上が経過しています。（令和 3（2021）年度時点） 

 スポーツ施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示しています。 

 スポーツ施設は、法定点検、職員等による定期的な点検（FM 調査）などを

実施し、予防保全に努めます。 
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施設分類 主な施設 現状・課題 基本的な方針 

市民活動施設 自治会集会所  自治会集会所は市域全域に 68 施設整備されています。近年では、老人クラブとの合築、市

民活動団体との連携による事業実施など、形態や用途が幅広くなっています。 

 建設後 30 年以上が経過している主な施設は、次のとおりです。（大規模改修を実施した建物

を除く、令和 3（2021）年度時点） 

 堀江四丁目自治会集会所、猫実三丁目自治会集会所、元七区自治会集会所、第九区自治

会集会所、第十区自治会集会所、第 2 富岡自治会集会所、第 3 富岡自治会集会所、海楽

南自治会集会所、入船自治会集会所、東野自治会集会所、今川自治会集会所（記念会館）、

今川団地自治会集会所、見明川自治会集会所、富士見三丁目自治会集会所、弁天自治会

集会所、海楽パークシティ自治会集会所、富士見二丁目自治会集会所、美浜 15 自治会

集会所、海楽中央自治会集会所、富士見自治会集会所、堀江中央自治会集会所、入船西

エステート自治会集会所、入船東・北エステート合同自治会集会所、美浜 16 自治会集

会所、舞浜ローズタウン自治会集会所、コモンシティ浦安自治会集会所、美浜三丁目自

治会集会所、北栄三丁目自治会集会所、北栄四丁目自治会集会所、パークシティ舞浜自

治会集会所 

 市民活動施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示しています。 

 市民活動施設は、法定点検、職員による定期的な点検（FM 調査）を実施し、

予防保全に努めます。 

 自治会集会所は、「自治会集会所の整備基準」に従い、新築・建替え・増築・

改修を行います。また、老人クラブ会館との合築を基本として検討します。 

高齢者福祉施設 老人クラブ会館  老人クラブ会館は、市域全域に 36 か所整備しています。自治会集会所と合築したものもあ

ります。 

 高齢者福祉施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示しています。 

 高齢者福祉施設は、法定点検、職員等による定期的な点検（FM 調査）など

を実施し、予防保全に努めます。 

 高齢者福祉施設は、築年数、老朽化の度合い、施設の利用状況等を鑑み、新

築・建替え・増築・改修を行います。また、自治会集会所との合築を基本と

して検討します。 

 

老人福祉センター、 

高洲高齢者福祉施設、 

シルバー人材センター、 

地域包括支援センター 

 地域包括支援センターは現在 4 か所あります。（内 2 か所は複合施設内に設置）。 

 老人福祉センター（Uセンター）および高洲高齢者福祉施設は、指定管理者制度により運営し

ています。 

 施設の状況は、概ね良好です。 

 シルバー人材センターは旧郷土資料館を活用しており、建設後30年以上が経過しています。

（令和3（2021）年度時点） 

障がい者福祉施設 総合福祉センター、障がい者福祉

センター・障がい者等一時ケアセ

ンター、東野地区複合福祉施設

（東野パティオ）、その他 

 猫実複合福祉施設は、旧教職員住宅を用途変更して活用しています。 

 障がい者福祉センター・障がい者等一時ケアセンターは指定管理者制度により運営していま

す。 

 浦安市ワークステーション、障がい者福祉センター・障がい者等一時ケアセンター、東野地区

複合福祉施設（東野パティオ）の状況は概ね良好です。 

 総合福祉センターと猫実複合福祉施設（旧教職員住宅）は、建設後 30 年以上が経過してい

ます。（令和 3（2021）年度時点） 

 障がい者福祉施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示してい

ます。 

 障がい者福祉施設は、法定点検、職員等による定期的な点検（FM 調査）な

どを実施し、予防保全に努めます。 

 障がい者福祉施設は、劣化改修を行いながら、サービス提供の維持の方法に

ついて検討します。 

環境整備施設 クリーンセンター、斎場、 

汚水ポンプ場、詰所 

 

 

 クリーンセンターは、包括的民間委託により運営しています。 

 環境整備施設の状況は、概ね良好です。 

建設後 30 年が経過している施設は、次のとおりです。（令和 3（2021）年度時点） 

 高州ポンプ場、舞浜ポンプ場 

 環境整備施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示しています。 

 環境整備施設は、法定点検、職員等による定期的な点検（FM 調査）などを

実施し、予防保全に努めます。 

なお、クリーンセンターは、包括的民間委託事業者と連携して予防保全に努

めます。 

 クリーンセンターの延命化工事を、ごみ処理に支障をきたすことがないよう

令和 4（2022）年度～令和 7（2025）年度までの 4 カ年事業として実施

します。 

 汚水ポンプ場施設は、老朽化により更新が必要な設備等を、下水道施設スト

ックマネジメント計画に則り改修・修繕を実施します。 

環境学習施設 三番瀬環境観察館  三番瀬環境観察館は、令和元（2019）年に新築しました。  環境学習施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示しています。 

 環境学習施設は、法定点検、職員等による定期的な点検（FM 調査）などを

実施し、予防保全に努めます。 
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施設分類 主な施設 現状・課題 基本的な方針 

消防施設 消防庁舎、出張所、消防団詰所、

消防団器具置場 

 出張所と消防団詰所はそれぞれ 3 施設、消防団器具置場は 4 施設あります。 

 建設後 30 年以上が経過している主な施設は、次のとおりです。（令和 3（2021）年度時点） 

 今川出張所、堀江出張所、消防団第 1 分団詰所、消防団女性分団詰所、 

消防団 2 分団詰所 

 消防施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示しています。 

 消防施設は、法定点検、職員等による定期的な点検（FM 調査）などを実施

し、予防保全に努めます。 

交通施設 自転車駐車場  建物タイプの自転車駐車場が 3 施設あります。 

 自転車駐輪場は、指定管理者制度により運営しています。 

 一部の施設は老朽化が進んでおり、計画的な改修が必要となります。 

 建設後 30 年以上が経過している施設は、次のとおりです。（令和 3（2021）年度時点） 

 浦安駅第 1 自転車駐車場、新浦安駅第 1 自転車駐車場、新浦安駅第 4 自転車駐車場、

新浦安駅第 5 自転車駐輪場 

 交通施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示しています。 

 交通施設は、法定点検、職員等による定期的な点検（FM 調査）などを実施

し、予防保全に努めます。 

 交通施設は、指定管理者と連携し改修計画を取りまとめ、計画的に改修等を

実施します。 

住宅施設 市営住宅、コミュニティ住宅  市営住宅が 3 施設（4 棟）、猫実五丁目東地区住宅市街地総合整備事業の事業内の従前居住者

に対して賃貸するためのコミュニティ住宅が 2 施設あります。 

 猫実第 1 市営住宅、および猫実第 2 市営住宅、堀江市営住宅団地は、外壁、内装、排水設備

など劣化が進んでいます。 

 猫実第 3 市営住宅は、建設後 30 年以上が経過しています。（令和 3（2021）年度時点） 

 住宅施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示しています。 

 住宅施設は、法定点検、職員等による定期的な点検（FM 調査）などを実施

し、予防保全に努めます。 

 猫実第 1 市営住宅、および猫実第 2 市営住宅、堀江市営住宅団地は、「浦安

市公営住宅等長寿命化計画」（令和 2（2020）年 3 月）に基づき、目標管

理期間 70 年を目指し、長寿命化を図り、現状を維持していきます。 

 猫実第 3 市営住宅（コミュニティ住宅）は「猫実第 3 市営住宅長期修繕計

画」に基づき、長寿命化を図り、現状を維持していきます。 

公園施設 体験学習施設、公園管理事務所、

公園トイレ 

 若潮公園体験学習施設と交通公園倉庫棟のほか、公園管理事務所等が 3 施設、公園トイレが

38 施設、倉庫などがあります。 

 公園施設の状況は、概ね良好です。 

 建設後 30 年以上が経過している主な施設は、次のとおりです。（令和 3（2021）年度時点） 

 中央公園管理事務所、しおかぜ緑道公衆トイレ（堀江 1 丁目）、 

高洲西児童公園トイレ、高州太陽の丘公園トイレ 

 公園施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示しています。 

 公園施設は、法定点検、職員等による定期的な点検（FM 調査）などを実施

し、予防保全に努めます。 

 

防災施設 

 

排水機場、防災備蓄倉庫、 

水防倉庫 

 排水機場は 12 施設あります。 

 防災備蓄倉庫は 10 施設、水防倉庫は 2 施設あります。 

 建設後 30 年以上が経過している主な施設は、次のとおりです。（令和 3（2021）年度時点） 

 山城屋前排水機場、小川丸排水機場、本沢前排水機場、東寅ポンプ場、江川橋排水機場、

船圦川排水機場、五丁歩排水機場、当代島排水機場、堀江第 2 排水機場、 

猫実 4 丁目排水機場、新橋横ポンプ場、東野防災備蓄倉庫、水防倉庫、浦安橋倉庫 

 防災施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示しています。 

 防災施設は、法定点検、職員等による定期的な点検（FM 調査）などを実施

し、予防保全に努めます。 

 排水機場は、設置から長期間経過しているため、予防的な保全に加え、他の

排水機場と優先順位を比較しつつ、改修や建替えの計画を検討します。 

墓地施設 複合霊堂、墓地トイレ、 

墓地管理事務所、その他 

 墓地公園の管理棟および集会施設、複合霊堂、休憩施設は、指定管理者制度により運営してい

ます。 

 施設の状況は、概ね良好です。 

 墓地施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示しています。 

 墓地施設は、法定点検、職員等による定期的な点検（FM 調査）などを実施

し、予防保全に努めます。 

 既存の建物の長寿命化を図り、現在提供しているサービスで引き続き使用し

ます。 

その他 駅自由通路、エレベーター、 

その他 

 新浦安駅および舞浜駅には、公衆トイレや自由通路、エレベーターがあります。 

 施設の状況は良好です。 

 建設後 30 年以上が経過している主な施設は、次のとおりです。（令和 3（2021）年度時点） 

 新浦安駅自由通路、舞浜駅自由通路 

 その他施設の改修等の具体の内容や時期は、個別施設計画で示しています。 

 その他施設は、法定点検、職員等による定期的な点検（FM 調査）などを実

施し、予防保全に努めます。 
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 土木インフラ資産 

土木インフラ資産の個別方針を次に示します。 

 

施設分類 施設用途 現状・課題 基本的な方針 

道路・橋梁 道路  管理する認定道路の延長は、232km です。その他に、構造物や道路附属物（標識や街路灯）な

どを管理しています。 

 幹線道路を対象に道路巡回を実施し、路面・道路付属物や落下物などの状況を確認しています。 

 舗装は、幹線および準幹線の一部区間を対象に路面性状調査※を実施しています。また、道路附属

物のうち、規模の大きな門型標識については点検実施済みとなっています。 

※路面性状調査：路面のひび割れやわだち掘れ等の状況を把握するもの 

 側溝や集水桝などについては、道路の災害復旧にて対応しています。 

 近年は、平成 23（2011）年 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震の復旧工事を優先して実施

してきました。今後は、老朽化への対策を進めるため、予算の確保や対策費用の削減を図ってい

くことが必要となっています。 

 道路の安全を確保し、限られた予算の中で効率的な管理を実施していくため、民間企業の活用や

市民参加なども含めた対応が必要となっています。 

 舗装や道路附属物等について、街灯や小規模な標識なども含め定期点検により状態

を把握したうえで、新技術も積極的に活用して修繕・更新を実施し、安全性を確保す

るとともに、対策費用の削減も図ります。 

 引き続き、幹線道路を対象に道路巡回を実施し、落下物や路面等の確認を行うとと

もに、損傷箇所の補修を実施することにより、道路の安全性確保を図ります。 

 各施設の供用状況、路線の重要度、点検結果などに基づき対策の優先度を評価し、計

画的な修繕・更新により予算の平準化を図ります。 

 道路舗装については、打ち換えなどを含めた計画を策定し、維持補修に努めます。 

 舗装等について、修繕計画や今後の予算計画を策定し、PDCA サイクルに基づくフ

ォローアップを実施することで、継続的な予算確保・運用を目指します。 

 市民からの通報を簡易やり取りするシステム等も活用し、迅速かつ効果的な管理を

実施します。また、無電柱化事業については、民間を活用した包括委託も含めて検討

していきます。 

 橋梁  45 橋を管理しています。横断歩道橋や人道橋など車道橋以外の橋梁が多く、全体の 40％を占

めています。 

 架設後 50 年以上経過した橋梁は、現時点で 9％ですが、20 年後には 78％に到達することが

見込まれています。 

 「橋梁長寿命化修繕計画」を平成 29（2017）年 12 月に改訂し、予防保全型の管理への転換

を推進しています。 

 5 年に 1 度の定期点検が法制度化されたことにより、今後、定期点検にかかる費用が膨大となる

ことが想定されています。また、長期的には、老朽化の進行による維持管理費の増大も懸念され

ます。 

 古い基準により設計された橋梁について、現行基準に準じた耐震補強の実施が必要です。 

 管理に専門技術力を必要とするため、マニュアル化、技術力向上など職員の管理体制の強化が必

要です。 

 予防的な修繕を行うことにより長寿命化するとともに、適切に更新していくことで、

将来の財政負担の低減を図り、道路サービスの水準を維持します。 

 定量的なデータに基づく合理的な管理手法を導入することで、計画的な維持管理お

よび更新を実施します。 

 定期点検により橋梁の状態を的確に評価し、効果的な補修工法を設定します。また、

耐震補強対策についても継続的に実施していきます。 

 修繕および更新費用が一時期に集中しないよう、橋梁の長寿命化を図ることで、財

政負担を低減・平準化します。 

 管理計画策定、点検・補修実施、結果の精査、結果の反映の PDCA サイクルを実行

します。 

 研修・講習会への参加、点検時の立ち会いなどにより職員の技術力の向上に努めま

す。 
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施設類型 施設用途 現状・課題 基本的な方針 

下水道 下水道（汚水）  管路施設 305km、ポンプ施設として 4 施設を管理しています。 

 現在、下水道の整備率は約 94％です。 

 

 耐用年数を超過する管路施設が今後増加し、維持管理費や修繕・更新費用が膨大に増加すること

が予想されます。 

 民間や企業庁が整備した後に移管された管路も多くありますが、これらの管路も含めて基本諸元

を台帳管理システムにて整理しています。 

 耐震対策や老朽管の修繕・更新を計画的に実施しています。 

 管路施設の供用環境や経過年数などを踏まえ、調査計画を策定したうえで、目視調

査やテレビカメラ調査を実施し、施設の状態を的確に把握します。 

 地震時においても、下水道が最低限有すべき機能を確保するため、主要な管渠やマ

ンホールの総合地震対策事業を進めていきます。 

 下水道施設の延命化とライフサイクルコストの平準化を図り、改築・修繕を計画・効

率的に実施するため、ストックマネジメント推進事業を進めていきます。 

 調査結果に基づき、施設の健全度や対策の優先度（緊急度）を評価・判定し、状態に

応じた適切な対策を実施していきます。 

 維持管理業務の中で点検・診断・措置・記録の PDCA サイクルを実施していきます。 

下水道（雨水）  雨水排水施設として、排水機場・ポンプ場を 18 箇所、雨水貯留施設を 5 箇所、雨水管を 160km

管理しています。 

 

 東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）で被災した雨水管・人孔等は復旧を完了しています。 

 今後は、更なる浸水被害の解消・軽減や施設の老朽化への対応などを進めていくことが必要とな

っています。 

 雨水排水施設は、令和 3（2021）年 3 月に策定した「浦安市雨水管理総合計画」

に基づき、短期・中期・長期にわたるハード・ソフトを組み合わせた総合的な浸水対

策を実施していきます。 

 老朽化する排水機場やポンプ場などへの対応については、今後、事業計画を策定す

るなど取り組みを進めていきます。 

公園 公園  管理する公園は 156 施設です。 

 園路や遊戯施設、休養施設、運動施設など様々な施設の管理を実施しています。 

 1970 年代～1980 年代、2000 年以降に多くの公園が供用されました。 

 

 「公園長寿命化計画」を平成 26（2014）年 3 月に策定し、予防保全型を導入した管理を実施

しています。 

 定期点検は遊具を中心に実施しています。遊具の点検は 1 回/年の頻度で専門業者が実施してい

ます。 

 点検結果や通報により危険な状態が確認された場合には、立ち入り禁止措置をしたうえで、撤去

しています。 

 整備後 40 年を経過した公園が増加しており、今後、施設の劣化や損傷が顕在化することが懸念

されます。 

 遊具などの予防保全型管理を行う公園施設については、日常的な点検、定期点検を

実施するとともに、計画的な更新を行い、長寿命化を図ります。 

 長寿命化計画は今後順次見直しを実施し、PDCA サイクルの実施を図ります。 

 事後保全型管理を行う公園施設については、劣化や損傷が確認された時点で立ち入

り禁止措置をした上で、補修・改修あるいは撤去を実施します。 

 公園施設ごとの補修や更新等の優先順位を考慮するため、利用頻度や公園規模など

を重要度として数値化し、健全度と併せて優先度を評価します。 

 法令に準じた定期点検などを実施し、公園施設の安全性を維持するとともに、劣化

や損傷状況を把握します。 

 公園施設のデータベースを更新し、管理の一層の効率化を図ります。 

 市民との連携（里親制度による清掃や花の植え付けなど）や指定管理者制度の導入

による効果的な管理を実施します。 

 緑の基本計画に基づき、公園緑地等の身近な緑を通して「みどりのネットワーク」を

形成し、地域コミュニティの活性化を図ります。 
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第5章  公共施設等総合管理計画の実施方法 

 

第 5 章では、本計画を総合的かつ計画的に推進していくための、推進体制やフォローア

ップ体制、職員のマネジメント意識の共有、公共施設等の情報管理の方策、市民との情報

共有・合意形成の推進に関する実施方法を示します。 

 

 推進体制・フォローアップ体制 

本計画の対象は、本市が所有する全ての建築資産および土木インフラ資産に及んでいま

す。本計画の内容を、今後も継続的により良く、かつ精度の高いものにしていくためには、

PDCA サイクルなどに基づいて計画のフォローアップを実施する必要があります。 

また、本計画は、建築資産のファシリティマネジメントの取り組みや、各種個別施設計

画や長寿命化計画の策定・見直し、本市の財政状況、社会情勢の変化、制度改正等を踏ま

えて、10 年間を目途に柔軟に見直します。 

 

図 39 フォローアップの手順 

 

なお、建築資産に関しては、平成 25（2013）年度よりファシリティマネジメントに

取り組んでいます。土木インフラ資産に関しては、各資産の管理者である都市整備部道路

整備課、都市整備部道路管理課、都市整備部下水道課、都市整備部みどり公園課が、長寿

命化計画等の個別施設計画に則り維持管理を行っています。  

 施設の諸元情報 

調査結果 など 

 

 

  

PLAN 
（計画） 

DO 
（実施） 

CHECK 
（検証） 

ACTION 
（改善） 

・総合管理計画の策定 
・推進体制の整備 

・計画に基づく管理の実施

（職員による施設調査、修

繕・更新の実施、など） 
・施設調査結果などに基づ

き、施設の状況を評価 

・施設の劣化状況などによ

り、応急措置の実施 
・既存計画の改善方針設定 

・総合管理計画の見直し 
・推進体制の見直し 

調査結果・事業内容等の入力 

施設の評価に活用 

計画立案・見直しに利用 

改善活動結果を入力 
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 職員のマネジメント意識の共有 

本計画に基づき公共施設等の管理・運営を全庁的に推進するためには、職員ひとりひと

りが計画の意義を理解し、意識を持って取り組む必要があります。本市の公共施設等の現

状・課題に対する理解、マネジメントのあり方やコストに対する職員の意識の向上に努め

ます。 

 

 公共施設等の情報管理の方策 

建築資産については、ファシリティマネジメントの取り組みの中で、今までは施設を所

管する組織で管理していたデータ（建築資産の諸元データや調査データなど）を収集し、

庁内のデータベースで管理する仕組みを構築しました。このデータベースの管理を含め、

建築資産に関する情報の共有化等を推進していきます。 

土木インフラ資産については、施設ごとに、施設台帳や点検・調査結果、補修履歴等の

維持管理情報に関する管理システムの構築など、蓄積・管理方法について検討を進めてい

きます。 

 

 市民との情報共有・合意形成の推進 

本計画の推進にあたっては、公共施設等を利用する市民と行政とが問題意識を共有し、

将来のあるべき姿について幅広い議論を進めるために、施設に関する情報や計画の進捗状

況などを積極的に開示する必要があります。各種情報は、ホームページなどで提供し、必

要に応じて市民意見の聴取などを実施して、市民との合意形成に努めるとともに、連携に

よるまちづくりに努めます。 
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